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主
な
内
容

きんてん（均霑）とは…「均
ひと

しく霑
うるお

う」という意味で町民が等しく行政の恩恵を受けられるよう町民代表の
議決機関の使命を踏まえて昭和 55年の発行１号の際に命名しました

４月２５日に行われた緑化活動の様子
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（金武町議会だより） No.185令和8年5月28日

 

伊
藝
議
員 　
空
き
家
の
実
態

調
査
を
行
っ
て
い
る
と
思
う
が

現
状
は
。

仲
間 

一 

町
長　

管
理
が
不

十
分
で
草
木
の
繁
茂
に
よ
り
隣

地
へ
の
越
境
や
衛
生
管
理
が
不

十
分
で
悪
臭
等
が
あ
る
場
合
は

法
律
に
基
づ
き
、
実
態
調
査
を

行
い
、
登
記
上
の
権
利
者
又
は

関
係
人
を
確
認
し
、
適
正
管
理

を
求
め
る
な
ど
文
書
通
知
等
に

よ
る
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

 

伊
藝
議
員 　
他
市
町
村
に
お

い
て
、
空
き
家
で
の
未
成
年
の

飲
酒
と
い
っ
た
事
案
が
発
生
し

て
い
る
。
防
犯
・
防
災
の
た
め

に
も
見
回
り
を
徹
底
し
て
ほ
し

い
。

島
袋 

博 

総
務
課
長　

社
会

教
育
課
と
協
力
し
て
防
犯
上
の

見
回
り
を
行
っ
て
い
る
の
で
、

そ
の
延
長
線
上
で
把
握
し
て
い

き
た
い
。

 

伊
藝
議
員 　
草
木
が
繁
茂
し

て
道
路
に
越
境
し
、
影
響
が
出

て
い
る
の
を
確
認
し
て
い
る

か
。

伊
芸 

剛 

建
設
課
長　

道
路

に
影
響
が
出
て
い
る
が
管
理
者

が
把
握
で
き
な
い
際
に
は
、
越

境
し
て
い
る
部
分
を
伐
採
し
た

り
、
草
刈
り
を
行
っ
て
い
る
。

 

伊
藝
議
員 　
道
路
に
影
響
が

出
て
い
る
場
合
は
草
刈
を
行
っ

て
い
る
が
、
空
き
家
の
持
ち
主

が
把
握
で
き
な
い
場
合
は
ど
の

よ
う
に
対
応
し
て
い
る
の
か
。

伊
芸 

慎
一
郎
住
民
生
活
課
長　

相
続
が
発
生
し
て
い
る
よ
う
な

事
案
で
も
追
跡
調
査
で
あ
る
程

度
関
係
人
が
特
定
で
き
れ
ば
、

住
民
生
活
課
で
草
刈
り
等
の
指

導
を
行
っ
て
い
る
。

 

伊
藝
議
員 　
空
家
対
策
計
画

は
策
定
さ
れ
て
い
る
か
。

町
長　

空
家
対
策
法
で
努
力

義
務
と
さ
れ
て
い
る
空
家
対
策

計
画
は
策
定
し
て
い
な
い
が
、

空
家
の
状
況
や
国
の
動
向
等
を

踏
ま
え
つ
つ
、
必
要
に
応
じ
て

計
画
策
定
の
検
討
を
行
う
。

 

伊
藝
議
員 　
空
店
舗
に
つ
い

て
の
現
状
を
把
握
し
て
い
る

か
。

町
長　

商
工
会
が
平
成
21
年

度
か
ら
実
施
し
て
い
る
空
き
店

舗
対
策
及
び
創
業
支
援
助
成
金

事
業
に
お
い
て
、
空
店
舗
及
び

自
己
所
有
物
件
を
活
用
し
、
新

規
創
業
又
は
経
営
の
拡
大
を
図

る
者
に
対
し
て
事
業
費
の
一
部

を
助
成
し
て
い
る
。
同
事
業
に

お
け
る
令
和
６
年
度
末
時
点
の

累
計
支
援
事
業
者
数
は
65
件

で
、
内
訳
は
営
業
中
48
件
、
休

業
中
１
件
、
閉
店
及
び
廃
業
等

17
件
、
脱
退
２
件
と
報
告
を
受

け
て
い
る
。

 

伊
藝
議
員 　
新
開
地
に
お
い

て
、
屋
根
が
崩
れ
落
ち
て
い
る

店
舗
が
あ
る
が
確
認
し
て
い
る

か
。

仲
間 

功 

商
工
観
光
課
長

周
辺
か
ら
相
談
が
あ
り
、
現
場

を
確
認
し
て
い
る
。

 

伊
藝
議
員 　
崩
れ
た
の
を
放

置
し
て
、
人
が
入
っ
て
怪
我
を

す
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
家
主
と

相
談
し
て
対
応
し
た
ほ
う
が
い

い
の
で
は
な
い
か
。

商
工
観
光
課
長　

確
認
し
た

物
件
に
関
し
て
は
管
理
を
し
て

い
る
方
が
既
に
撤
去
し
て
安
全

な
状
況
に
し
て
い
る
。
そ
れ
以

外
に
つ
い
て
は
、
関
係
課
で
確

認
し
て
い
る
の
で
対
応
し
て
い

き
た
い
。

 

伊
藝
議
員 　
空
店
舗
対
策
計

画
は
策
定
さ
れ
て
い
る
か
。

町
長　

第
５
次
金
武
町
総
合

計
画
後
期
基
本
計
画
に
お
け
る

「
商
工
業
の
振
興
」
の
分
野
に

お
い
て
目
標
値
を
設
定
し
て
お

り
、
併
せ
て
、
商
工
会
の
年
度

計
画
を
作
成
す
る
こ
と
で
円
滑

に
事
業
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

 

伊
藝
議
員 　
新
規
創
業
す
る

際
に
助
成
金
を
出
し
て
い
る
が

手
続
き
方
法
は
。

商
工
観
光
課
長　

商
工
会
が

窓
口
と
な
っ
て
毎
年
度
募
集
し

て
お
り
、
書
類
を
揃
え
て
申
請

を
行
い
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
で
の
事
業
内
容
を
審
査
し
、

決
定
し
た
場
合
に
は
助
成
金
を

交
付
す
る
流
れ
と
な
っ
て
い

る
。

伊藝菊博 議員

QRコードをスマートフォンで読み取ると各議
員の一般質問の映像を見ることができます。

 

令
和
８
年 

第
２
回
（
３
月
）
定
例
会

　

一  

般  

質  

問

（
※
質
問
順
に
掲
載
し
、
質
問
・
答
弁
は
要
約
）

空
き
家
・
空
き
店
舗
対
策
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各議員の一般質問QRコード

 

伊
藝
議
員 　
横
断
歩
道
の
白

線
が
消
え
て
い
る
箇
所
が
あ
る

た
め
確
認
し
て
ほ
し
い
。

仲
間 

一 

町
長　

町
道
に
つ

い
て
は
、
各
区
や
町
民
か
ら
の

情
報
提
供
及
び
職
員
で
の
パ
ト

ロ
ー
ル
で
確
認
し
、
交
通
安
全

施
設
整
備
工
事
に
お
い
て
引
き

直
し
て
お
り
、
施
工
に
着
手
で

き
て
い
な
い
箇
所
に
つ
い
て

は
、
優
先
す
べ
き
箇
所
を
確
認

し
な
が
ら
施
工
し
て
い
く
。
国

道
に
つ
い
て
は
、
白
線
が
消
え

て
い
る
状
況
を
確
認
次
第
、
北

部
国
道
事
務
所
へ
情
報
提
供
し

て
い
く
。

 

伊
藝
議
員 　
国
道
３
２
９
号

ギ
ン
バ
ル
交
差
点
に
お
い
て
、

山
手
側
に
向
か
う
町
道
中
川
１

号
線
と
町
営
中
川
第
３
団
地
か

ら
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
ま

で
の
間
に
は
、
横
断
歩
道
が
設

置
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
早
急

な
対
策
が
必
要
だ
と
考
え
る
が

町
の
見
解
は
。

町
長　

横
断
歩
道
の
設
置
に

つ
い
て
は
、
県
公
安
委
員
会
の

所
管
で
あ
り
、
交
通
管
理
者
で

あ
る
石
川
警
察
署
が
現
地
調
査

し
、
県
公
安
委
員
会
へ
上
申
を

行
う
形
と
な
っ
て
い
る
。
交
通

管
理
者
で
あ
る
石
川
警
察
署
に

確
認
し
た
と
こ
ろ
、
歩
行
者
や

車
両
の
通
行
量
、
道
路
の
形
状

及
び
近
隣
の
横
断
歩
道
設
置
状

況
な
ど
を
精
査
す
る
必
要
が
あ

る
と
の
回
答
で
あ
っ
た
。
引
き

続
き
横
断
歩
道
の
設
置
に
向
け

関
係
機
関
と
調
整
し
て
い
く
。

 

伊
藝
議
員 　
中
川
小
学
校
前

は
、
ス
ク
ー
ル
ゾ
ー
ン
に
指
定

さ
れ
て
い
る
が
近
年
交
通
量
も

増
加
し
て
い
る
が
、
安
全
対
策

に
つ
い
て
の
見
解
は
。

町
長　

こ
れ
ま
で
に
路
面
表

示
・
標
識
及
び
カ
ラ
ー
舗
装
整

備
等
の
安
全
対
策
を
講
じ
て
き

て
い
る
。
引
き
続
き
、
通
学
路

の
状
況
や
交
通
量
を
点
検
し
、

関
係
機
関
と
連
携
を
図
り
な
が

ら
対
応
を
検
討
し
て
い
く
。

 

伊
藝
議
員 　
頭す

る
ぢ
ば
る

呂
地
原
、
飛ひ

留る
き
た
ば
る

喜
田
原
に
既
設
の
農
業
用
水

管
が
放
置
さ
れ
て
い
る
が
今
後

の
対
策
は
。

町
長　

本
設
備
は
町
が
緊
急

的
に
設
置
し
た
経
緯
や
放
置
さ

れ
て
い
る
管
路
の
設
置
者
が
不

明
の
場
合
も
あ
る
た
め
、
現
況

を
十
分
に
確
認
し
た
う
え
で
、

老
朽
化
に
よ
る
破
損
や
土
地
利

用
の
支
障
と
な
っ
て
い
る
場
所

等
を
確
認
し
、
農
家
と
協
議
し

な
が
ら
、
状
況
に
応
じ
て
随

時
撤
去
等
の
対
応
を
図
っ
て
い

く
。

 

伊
藝
議
員 　

河
川
沿
い
の

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
に
沿
っ
て
ポ
リ

エ
チ
レ
ン
管
が
引
か
れ
て
お

り
、
草
刈
り
す
る
際
に
支
障

が
あ
る
と
思
う
が
聞
い
て
い
る

か
。

伊
藝 

勲 

農
林
水
産
課
長　

管
を
引
き
込
ん
だ
当
時
は
農
作

業
車
両
の
乗
り
入
れ
等
の
支
障

に
な
る
と
の
こ
と
で
撤
去
の
要

望
が
あ
っ
た
が
、
現
在
は
そ
の

よ
う
な
要
望
は
な
い
。
現
場
を

確
認
す
る
う
え
で
一
部
支
障
と

な
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
の
で

確
認
し
な
が
ら
撤
去
も
考
え
て

い
き
た
い
。

 

伊
藝
議
員 　
農
業
・
畜
産
業

に
お
い
て
は
、
農
薬
や
資
材
、

肥
料
、
飼
料
等
の
高
騰
に
よ
り

農
家
は
非
常
に
厳
し
い
経
営
状

況
に
あ
る
が
、
農
家
に
対
し
て

支
援
策
は
考
え
て
い
る
か
。

町
長　

近
年
の
急
速
な
物
価

高
騰
は
、
生
活
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
、
農
業
に
お
い
て
も

影
響
を
受
け
る
こ
と
が
想
定
さ

れ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
国

の
物
価
高
騰
対
策
等
に
よ
り
、

飼
料
や
肥
料
、
燃
料
等
の
価
格

は
据
え
置
か
れ
て
い
る
現
状
を

確
認
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
今
後
も
物
価
高
騰
が
進
む

可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
社

会
情
勢
を
注
視
し
、
国
や
県
の

支
援
制
度
の
活
用
や
、
補
助
事

業
の
周
知
・
活
用
、
低
コ
ス
ト

化
に
向
け
た
技
術
支
援
、
経
営

改
善
に
向
け
た
助
言
等
を
行
う

と
と
も
に
、
農
林
水
産
業
者
の

実
情
を
踏
ま
え
、
必
要
な
支
援

策
に
つ
い
て
対
応
を
検
討
し
て

い
く
。

 

伊
藝
議
員 　
物
価
高
騰
に
よ

り
農
家
経
営
が
厳
し
い
状
況
に

あ
る
が
現
金
給
付
等
は
考
え
て

い
る
か
。

農
林
水
産
課
長　

農
林
水
産

省
の
農
家
に
対
し
て
の
支
援
制

度
が
あ
り
、
そ
れ
を
活
用
で
き

る
よ
う
し
っ
か
り
周
知
し
て
農

林
水
産
業
の
経
営
改
善
に
向
け

て
対
応
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

伊藝直樹 議員

白線が消えかけている横断歩道

町
内
の
交
通
安
全
対
策

農
業
振
興
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各議員の一般質問QRコード

與那城直也  議員

 

與
那
城
議
員 　

宅
内
接
続

完
了
時
に
ど
の
よ
う
な
確
認
を

行
っ
て
い
る
の
か
。

仲
間 

一 

町
長　

住
宅
内
の

汚
水
配
水
管
を
下
水
道
に
接
続

す
る
際
に
は
、
条
例
及
び
施
工

規
定
に
よ
り
「
排
水
設
備
工
事

計
画
確
認
申
請
書
」
に
宅
内
の

配
管
図
や
展
開
図
等
を
添
え
て

提
出
し
、
汚
水
配
水
管
の
新
設

や
雨
水
管
の
切
り
離
し
等
を
確

認
し
た
う
え
で
「
排
水
設
備
確

認
通
知
書
」
を
交
付
し
、
宅
内

の
下
水
道
接
続
工
事
が
進
め
ら

れ
る
。
工
事
完
了
後
は
、
当

該
排
水
設
備
の
検
査
を
受
け
る

も
の
と
な
っ
て
お
り
、
下
水
道

担
当
者
と
施
工
業
者
で
立
ち
合

い
、
宅
内
配
管
図
や
展
開
図
等

を
現
地
で
照
合
し
、
汚
水
排
水

管
路
の
施
工
状
況
や
勾
配
、
雨

水
管
が
接
続
さ
れ
て
い
な
い
か

等
を
検
査
し
、
汚
水
の
流
れ
や

雨
水
が
流
入
し
て
い
な
い
こ
と

を
確
認
し
て
い
る
。
ま
た
、
検

査
の
結
果
合
格
で
あ
れ
ば
「
排

水
設
備
検
査
済
証
」
を
発
行
し

て
完
了
と
な
る
が
、
不
具
合
等

が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
施
工

の
や
り
直
し
を
指
示
し
、
再
度

の
検
査
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て

い
る
。

 

與
那
城
議
員 　
接
続
完
了
時

の
確
認
は
図
面
だ
け
で
行
っ
て

い
る
の
か
。

伊
芸 

靖 

上
下
水
道
課
長　
通

水
検
査
も
行
う
が
配
管
の
中
に

鏡
を
通
し
て
実
際
に
流
れ
て
い

る
か
の
確
認
も
行
っ
て
い
る
。

 

與
那
城
議
員 　
令
和
５
年
９

月
定
例
会
以
降
の
雨
水
流
入
対

策
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
、
新

た
に
特
定
さ
れ
た
件
数
や
対
象

地
域
の
把
握
状
況
は
。

町
長　

雨
水
流
入
調
査
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ま
で
担
当
職
員

に
て
汚
水
流
入
が
集
中
す
る
箇

所
を
中
心
に
雨
天
時
の
流
入

を
確
認
し
な
が
ら
流
入
元
を
追

い
、
誤
接
続
し
て
い
る
可
能
性

が
あ
る
箇
所
を
特
定
す
る
調
査

を
行
っ
て
い
る
。
令
和
７
年
度

に
は
同
様
の
調
査
を
雨
水
流
入

調
査
業
務
と
し
て
業
者
へ
委
託

し
、
並
里
区
の
汚
水
流
入
が
集

中
す
る
箇
所
を
中
心
に
調
査
を

行
っ
て
い
る
が
、
新
た
に
誤
接

続
に
よ
る
雨
水
流
入
が
確
認
さ

れ
た
箇
所
は
な
か
っ
た
。

 

與
那
城
議
員 　
個
人
宅
に
お

い
て
大
雨
の
際
に
キ
ッ
チ
ン
の

水
の
流
れ
が
悪
い
た
め
調
べ
た

と
こ
ろ
、
天
井
か
ら
の
雨
水
混

入
が
原
因
の
た
め
、
自
ら
修
繕

を
行
っ
た
事
例
が
あ
っ
た
が
調

査
し
て
い
る
か
。

上
下
水
道
課
長　

下
水
道
に

接
続
す
る
際
に
は
申
請
時
に
検

査
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
適
正

に
配
管
が
さ
れ
て
い
る
と
認
識

し
て
い
る
が
、
実
際
に
そ
の
よ

う
な
事
例
が
あ
る
た
め
、現
在
、

業
者
に
調
査
を
委
託
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

 

與
那
城
議
員 　

氾
濫
等
の

影
響
が
大
き
い
箇
所
を
優
先
的

に
把
握
し
、
重
点
的
に
調
査
を

進
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

る
が
、
大
雨
時
に
お
け
る
流
量

測
定
や
エ
リ
ア
別
の
重
点
点
検

等
、
よ
り
体
系
的
な
調
査
計
画

を
策
定
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

町
長　

雨
天
時
に
各
地
区
の

排
水
処
理
場
へ
の
汚
水
流
入
量

が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
て
い
る
た
め
、
今
後
も
引

き
続
き
雨
水
流
入
調
査
業
務
を

実
施
し
、
計
画
的
に
各
行
政
区

ご
と
に
調
査
区
域
を
設
定
し
な

が
ら
原
因
究
明
に
努
め
、
下
水

道
設
備
へ
の
雨
水
流
入
の
減
少

が
図
ら
れ
る
よ
う
取
り
組
ん
で

い
く
。

 

與
那
城
議
員 　

令
和
６
年

度
に
実
施
設
計
を
行
う
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
が
、
現
在
の
進
捗

状
況
及
び
完
了
見
込
み
に
つ
い

て
。

比
嘉 
貴
一 

教
育
長　

喫
緊

で
、
施
設
改
修
や
法
的
な
改
善

義
務
が
あ
る
設
備
更
新
を
要
す

る
事
案
が
複
数
発
生
し
た
こ
と

か
ら
、
令
和
６
年
１
月
に
並
里

区
と
協
議
し
、
当
該
地
区
住
民

の
利
用
が
多
い
地
区
公
民
館
及

び
学
習
等
供
用
施
設
を
優
先
し

て
対
応
し
て
い
く
こ
と
と
し
、

並
里
区
民
広
場
の
改
修
に
つ
い

て
は
、
地
区
公
民
館
及
び
学
習

等
供
用
施
設
の
各
種
改
修
工
事

が
完
了
後
に
ナ
イ
タ
ー
照
明
、

ト
イ
レ
、バ
ッ
ク
ネ
ッ
ト
、フ
ェ

ン
ス
等
の
一
体
的
整
備
を
進
め

て
い
く
。

 

與
那
城
議
員 　
バ
ッ
ク
ネ
ッ

ト
の
安
全
性
に
つ
い
て
、
改
修

を
行
う
ま
で
の
間
、
安
全
措
置

を
講
じ
る
考
え
は
あ
る
か
。

教
育
長　

バ
ッ
ク
ネ
ッ
ト
な

ど
の
危
険
性
が
懸
念
さ
れ
る
箇

所
に
つ
い
て
は
、
な
る
べ
く
早

急
に
対
応
す
る
。

公
共
下
水
道
へ
の
雨
水
混
入

対
策
の
進
捗
及
び
確
認
体
制

並
里
区
民
広
場
改
修
の
進
捗

及
び
安
全
対
策
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No.185 令和8年5月28日

仲間トム 議員

（金武町議会だより）

各議員の一般質問QRコード

前原地区海岸に投棄された
大型家電

南側出入口のラバーポール

 

仲
間
議
員 　
不
法
投
棄
に
対

す
る
パ
ト
ロ
ー
ル
状
況
は
。

仲
間 

一 

町
長　

不
法
投
棄

が
あ
っ
た
箇
所
を
中
心
に
曜
日

ご
と
に
巡
回
エ
リ
ア
を
変
え
な

が
ら
現
状
を
確
認
し
、
必
要
に

応
じ
て
看
板
の
設
置
や
監
視
カ

メ
ラ
の
デ
ー
タ
確
認
を
行
っ
て

い
る
。

 

仲
間
議
員 　
不
法
投
棄
さ
れ

た
家
電
は
ど
こ
が
片
づ
け
る
の

か
。

町
長　

不
法
投
棄
さ
れ
た
家

電
等
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
廃

棄
物
処
理
法
第
５
条
に
「
土
地

又
は
建
物
の
占
有
者
は
、
占
有

又
は
管
理
す
る
土
地
・
建
物
の

清
潔
を
保
つ
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
ら
れ
て

い
る
た
め
、
不
法
投
棄
し
た
も

の
を
特
定
で
き
な
い
場
合
は
、

土
地
の
所
有
者
が
処
分
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
。

 

仲
間
議
員 　
不
法
投
棄
さ
れ

そ
う
な
場
所
は
あ
る
程
度
予
測

で
き
な
い
か
。

町
長　

こ
れ
ま
で
の
投
棄
場

所
か
ら
推
察
す
る
と
農
地
や
高

速
道
路
の
側
道
側
面
な
ど
、
人

の
目
が
届
き
に
く
い
箇
所
が
想

定
さ
れ
る
。
な
お
、
そ
の
よ
う

な
箇
所
に
お
い
て
は
、
既
に
不

法
投
棄
禁
止
看
板
や
監
視
カ
メ

ラ
の
設
置
を
行
っ
て
い
る
。

 

仲
間
議
員 　

不
法
投
棄
の

あ
っ
た
場
所
で
カ
メ
ラ
の
設
置

を
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
実
際

に
設
置
し
て
い
る
の
か
。

伊
芸 

慎
一
郎 

住
民
生
活
課
長

常
設
で
は
な
く
、
定
期
的
に
場

所
を
変
え
て
設
置
し
て
い
る
。

今
回
の
事
例
は
設
置
し
て
い
な

い
時
期
だ
っ
た
た
め
、
確
認
で

き
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。

仲
間
議
員 　

不
法
投
棄
を
未

然
防
止
で
き
な
い
か
。

町
長　
こ
れ
ま
で
「
ご
み
の
正

し
い
分
け
方
・
出
し
方
」
の
各

世
帯
へ
の
配
布
や
広
報
で
の
周

知
、
看
板
の
設
置
等
を
行
い
、

環
境
意
識
の
醸
成
に
努
め
て
い

る
。
引
き
続
き
、
住
み
良
い
住

環
境
を
保
全
す
る
た
め
、
改
め

て
町
民
向
け
の
周
知
を
行
う
ほ

か
、
注
意
喚
起
看
板
や
監
視
カ

メ
ラ
を
設
置
し
、
不
法
投
棄
の

摘
発
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

 

仲
間
議
員 　
出
口
の
正
面
に

ラ
バ
ー
ポ
ー
ル
が
あ
り
、
車
両

は
斜
め
に
出
る
た
め
左
右
確
認

し
ず
ら
く
危
険
で
あ
る
。
ポ
ー

ル
を
数
本
撤
去
で
き
な
い
か
。

町
長　
南
側
出
入
口
の
ラ
バ
ー

ポ
ー
ル
は
、
金
武
方
面
か
ら
市

場
に
右
折
し
て
進
入
で
き
な
い

よ
う
国
道
管
理
者
で
あ
る
北
部

国
道
事
務
所
が
交
通
安
全
対
策

と
し
て
設
置
し
た
も
の
で
あ

る
。
撤
去
に
つ
い
て
は
、
北

部
国
道
事
務
所
と
現
場
を
確
認

し
、
協
議
し
て
い
く
。

 

仲
間
議
員 　
車
両
の
横
転
事

故
を
目
撃
し
た
こ
と
が
あ
る

が
、
付
近
で
の
事
故
件
数
は
。

町
長　

石
川
警
察
署
へ
確
認

し
た
と
こ
ろ
、
令
和
５
年
が
２

件
、
令
和
６
年
が
０
件
、
令
和

７
年
が
３
件
と
な
っ
て
い
る
。

 

仲
間
議
員 　
料
金
所
か
ら
国

道
間
の
左
折
専
用
レ
ー
ン
の
設

置
に
つ
い
て
の
町
の
見
解
は
。

町
長　

令
和
４
年
度
に
国
道

３
２
９
号
渋
滞
対
策
と
し
て
、

北
部
国
道
事
務
所
に
お
い
て
左

折
車
線
の
延
伸
、
右
折
車
線
２

車
線
化
な
ど
の
国
道
３
２
９
号

金
武
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
交
差

点
改
良
工
事
が
行
わ
れ
て
お

り
、
国
道
出
口
１
０
０
メ
ー
ト

ル
手
前
あ
た
り
か
ら
左
折
車
線

が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
料
金
所

か
ら
国
道
ま
で
の
間
の
左
折
専

用
レ
ー
ン
設
置
に
つ
い
て
は
、

管
理
者
で
あ
る
西
日
本
高
速
道

路
株
式
会
社
と
協
議
し
て
い

く
。

 

仲
間
議
員 　
要
請
し
た
ら
前

向
き
に
検
討
し
て
も
ら
え
る
の

か
。

糸
村 

昌
敏 

企
画
課
長　

右

折
車
両
が
多
い
場
合
に
つ
い
て

は
、
渋
滞
の
影
響
で
、
金
武
方

面
に
行
く
左
折
車
両
も
巻
き
込

ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
左

折
レ
ー
ン
の
設
置
に
つ
い
て
協

議
し
て
い
く
。

国
道
３
２
９
号
４
車
線
化

そ
の
他
の
質
問
事
項

町
内
の
不
法
投
棄

い
し
じ
ゃ
市
場
の
南
側
出
入
口

沖
縄
自
動
車
道
金
武
イ
ン
タ
ー
出
口



6

（金武町議会だより） No.185令和8年5月28日

大城政敏 議員

各議員の一般質問QRコード

 

大
城
議
員 　
１
１
５
億
円
で

複
合
庁
舎
を
建
設
す
る
た
め
、

与
党
議
員
12
名
と
町
長
、
副
町

長
、
担
当
課
長
が
中
心
に
進
め

て
い
る
福
祉
セ
ン
タ
ー
を
解
体

し
て
役
場
を
建
設
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、
町
民
の
意
思
を
確
認

せ
ず
、
一
部
の
者
の
利
益
の
た

め
に
、
４
月
で
退
任
す
る
町
長

が
主
導
し
て
い
る
。
縦
70
メ
ー

ト
ル
、
横
60
メ
ー
ト
ル
、
面
積

約
３
５
０
０
坪
の
役
場
が
本
当

に
金
武
町
に
必
要
な
の
か
。
建

設
費
だ
け
で
約
99
億
円
と
な
り
、

そ
の
内
補
助
金
が
約
67
億
円
、

町
負
担
が
約
32
億
円
と
な
っ
て

い
る
が
今
後
国
の
補
助
金
は
増

え
る
可
能
性
が
あ
る
の
か
。

仲
間 

一 

町
長　
沖
縄
防
衛
局

長
に
対
し
、
物
価
高
騰
や
人
件

費
の
高
騰
に
よ
り
事
業
費
増
額

に
対
す
る
本
町
の
財
政
負
担
の

軽
減
を
図
る
た
め
の
要
請
を
行

い
、「
町
の
事
業
計
画
等
を
踏
ま

え
、
可
能
な
限
り
協
力
す
る
」

旨
を
受
け
て
い
る
。

 

大
城
議
員 　
役
場
建
設
総
事

業
費
で
八
重
瀬
町
25
億
円
、
今

帰
仁
村
21
億
円
に
、
建
設
費
の

坪
単
価
が
八
重
瀬
町
80
万
円
、

今
帰
仁
村
１
７
８
万
円
、
金
武

町
２
４
５
万
円
で
金
武
町
の
建

設
費
が
ず
ば
抜
け
て
高
い
の
は

な
ぜ
か
。

町
長　
用
途
、
構
造
規
模
、
延

床
面
積
、
防
災
拠
点
及
び
保
健

福
祉
機
能
を
含
む
複
合
機
能
、

免
震
構
造
等
の
必
要
な
要
件
を

県
の
令
和
７
年
営
繕
工
事
標
準

単
価
を
始
め
、
実
勢
価
格
に
応

じ
た
見
積
り
を
踏
ま
え
て
算
出

し
た
。

 

大
城
議
員 　
今
後
の
財
政
運

営
を
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

町
長　
社
会
情
勢
に
よ
る
物
価

高
騰
等
、
税
政
負
担
が
増
す
中

で
、
継
続
的
な
事
務
事
業
の
見

直
し
、
Ｄ
Ｘ
等
の
推
進
に
よ
る

事
務
の
効
率
化
を
行
う
等
、
財

政
の
ス
リ
ム
化
を
図
り
、
計
画

的
で
持
続
可
能
な
財
政
運
営
に

取
り
組
ん
で
い
く
。

 

大
城
議
員 　
用
地
検
討
委
員

会
が
役
場
建
設
用
地
は
福
祉
セ

ン
タ
ー
周
辺
と
答
申
し
て
い
る

の
に
建
設
検
討
委
員
会
が
役
場

建
設
地
に
つ
い
て
答
申
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
。

町
長　
建
設
検
討
委
員
会
の
意

見
集
約
を
踏
ま
え
た
答
申
を
受

け
、
町
で
用
地
を
決
定
し
て
い

る
。

 

大
城
議
員 　
１
月
22
日
に
開

催
さ
れ
た
町
民
へ
の
説
明
会
で

単
独
で
庁
舎
を
建
設
し
た
場
合
、

約
60
億
円
か
か
る
と
説
明
し
て

い
る
が
そ
の
根
拠
は
。

町
長　
庁
舎
機
能
の
み
の
建
設

工
事
費
約
50
億
円
の
他
、
設
計

費
で
約
３
・
２
億
円
、
現
庁
舎
解

体
費
で
約
１・
８
億
円
、
仮
設
庁

舎
賃
借
料
約
５
億
円
と
な
っ
て

お
り
、
合
わ
せ
て
約
60
億
円
と

試
算
し
て
い
る
。

 

大
城
議
員 　
現
役
場
の
敷
地

は
８
３
６
坪
あ
り
、
周
辺
に
は

町
の
建
物
と
土
地
が
あ
り
、
そ

の
総
面
積
は
４
３
８
２
坪
で
あ

る
が
、
こ
の
土
地
、
建
物
を
ど

う
す
る
の
か
。

町
長　
現
庁
舎
の
跡
利
用
に
つ

い
て
は
、
移
民
・
民
俗
資
料
館

へ
の
活
用
を
検
討
し
て
お
り
、

周
辺
駐
車
場
等
の
利
活
用
に
つ

い
て
は
計
画
を
進
め
る
中
で
利

用
可
能
な
部
分
を
検
討
す
る
。

令
和
６
年
度
に
策
定
し
た
金
武

町
公
共
施
設
跡
利
用
基
本
構
想

に
各
施
設
の
跡
利
用
方
針
、
概

算
費
用
等
を
示
し
て
い
る
。

 

大
城
議
員 　
第
５
次
総
合
計

画
の
事
業
実
施
計
画
で
令
和
７

年
度
か
ら
令
和
９
年
度
ま
で
に

一
般
行
政
費
を
約
13
億
円
減
じ

る
と
な
っ
て
い
る
が
ど
の
よ
う

に
減
じ
る
の
か
。

町
長　

事
業
実
施
計
画
で
は
、

令
和
７
年
度
か
ら
令
和
９
年
度

ま
で
複
合
庁
舎
整
備
事
業
関
連

予
算
の
計
上
に
よ
り
、
投
資
的

経
費
の
予
算
が
例
年
よ
り
増
額

と
な
る
こ
と
か
ら
、
一
般
行

政
費
が
減
額
と
な
る
算
定
値
と

な
っ
て
い
る
。

 

大
城
議
員 　
平
成
26
年
度
か

ら
令
和
７
年
度
ま
で
に
採
用
し

た
職
員
数
、
町
長
判
断
（
選
考
）

で
採
用
し
た
職
員
数
は
。

町
長　
採
用
職
員
数
59
名
、
内

選
考
に
よ
る
採
用
数
は
４
名
と

な
っ
て
い
る
。

 

大
城
議
員 　
人
事
異
動
の
基

準
は
現
所
属
課
に
３
年
か
ら
５

年
の
職
員
を
対
象
と
し
て
い
る

が
、
こ
の
基
準
に
合
わ
な
い
人

事
異
動
を
制
裁
的
な
異
動
に
利

用
し
て
い
な
い
か
。

町
長　
人
事
異
動
は
公
務
運
営

上
の
必
要
に
基
づ
く
も
の
で
あ

り
、
特
定
の
職
員
に
対
す
る
制

裁
を
目
的
と
し
て
行
う
こ
と
は
、

地
方
公
務
員
法
の
趣
旨
に
照
ら

し
て
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

本
町
で
は
制
裁
的
意
図
を
も
っ

て
人
事
異
動
を
行
っ
た
事
実
は

な
い
。

複
合
庁
舎
と
財
政

人
事
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仲村広美 議員
 

仲
村
議
員 　
国
家
公
務
員
に

お
け
る
通
勤
手
当
制
度
及
び
人

事
院
勧
告
の
内
容
を
踏
ま
え
、

町
の
通
勤
手
当
制
度
と
の
整
合

性
を
ど
の
様
に
認
識
し
て
い
る

か
。

町
長　
今
議
会
で
、
人
事
院
及

び
県
人
事
委
員
会
の
勧
告
等
に

基
づ
き
国
及
び
県
並
び
に
近
隣

町
村
自
治
体
と
の
整
合
性
が
取

れ
る
よ
う
同
条
例
改
正
を
予
定

し
て
い
る
。

 

仲
村
議
員 　
県
及
び
近
隣
自

治
体
と
の
通
勤
手
当
水
準
と
比

較
し
た
場
合
、
町
の
制
度
水
準

を
ど
の
様
に
評
価
し
て
い
る

か
。

町
長　

職
員
採
用
に
お
い
て

優
秀
な
人
材
確
保
、
経
済
的
負

担
の
軽
減
に
よ
る
定
着
維
持
に

お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

 

仲
村
議
員 　
複
合
庁
舎
整
備

事
業
の
実
施
に
よ
り
、
今
後
の

公
債
費
及
び
実
質
公
債
費
比
率

並
び
に
財
政
調
整
基
金
等
の
基

金
残
高
は
ど
の
よ
う
に
推
移
す

る
と
見
込
ん
で
い
る
の
か
。

町
長　

公
債
費
に
つ
い
て
は
、

令
和
７
年
度
で
３
億
３
５
３
１

万
８
０
０
０
円
と
な
っ
て
お

り
、
今
後
は
複
合
庁
舎
整
備
事

業
、
嘉
芸
小
学
校
校
舎
建
設
、

屋
嘉
団
地
建
替
事
業
等
に
よ
り

起
債
を
活
用
す
る
こ
と
か
ら
、

令
和
10
年
度
に
起
債
残
高
が
約

55
億
円
、
令
和
11
年
度
に
元
利

返
済
額
が
約
４
億
３
０
０
０
万

円
と
ピ
ー
ク
と
な
る
想
定
を
し

て
い
る
。
実
質
公
債
費
比
率
に

つ
い
て
は
、
令
和
６
年
度
４
・

７
％
と
な
っ
て
お
り
、
県
平
均

の
７
％
を
下
回
っ
て
い
る
。
今

後
、
予
定
し
て
い
る
起
債
を
活

用
し
た
場
合
、
令
和
13
年
度

に
は
県
平
均
と
同
等
の
約
７
％

前
後
を
見
込
ん
で
い
る
。
財
政

調
整
基
金
等
の
基
金
残
高
の

推
移
に
つ
い
て
は
、
令
和
７

年
度
予
算
ベ
ー
ス
で
は
、
約

39
億
８
９
０
０
万
円
の
残
高

と
見
込
ん
で
お
り
、
財
政
調

整
基
金
は
、
令
和
７
年
度
末

13
億
９
２
１
２
万
円
を
見
込
ん

で
い
る
。

 

仲
村
議
員 　
「
算
出
方
法
の

認
識
が
ず
れ
て
い
た
。
私
の
確

認
が
届
い
て
い
な
か
っ
た
」
と

答
弁
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
ま
り

に
も
安
易
す
ぎ
る
の
で
は
な
い

か
。
今
ま
で
担
当
課
と
し
て
ど

の
よ
う
な
話
し
合
い
を
行
っ
て

き
た
の
か
。

安
富
祖 
勧 

複
合
庁
舎
整
備

推
進
課
長　

起
債
に
つ
い
て

は
、
県
の
市
町
村
課
へ
の
問
い

合
わ
せ
又
は
企
画
課
財
政
担
当

と
の
打
ち
合
わ
せ
を
基
に
そ
の

都
度
の
計
画
を
立
て
て
き
た
。

 

仲
村
議
員 　
財
政
の
こ
と
に

関
し
て
複
合
庁
舎
整
備
推
進
課

長
が
答
弁
し
て
い
る
が
、
普
通

な
ら
企
画
課
長
が
答
弁
す
る
の

で
は
な
い
か
。
本
当
に
企
画
課

と
連
携
が
取
れ
て
い
た
の
か
。

複
合
庁
舎
整
備
推
進
課
長

複
合
庁
舎
整
備
担
当
課
と
し

て
、
複
合
庁
舎
整
備
に
係
る
起

債
に
つ
い
て
は
、
主
体
的
に
県

に
問
い
合
わ
せ
を
し
、
そ
の
都

度
、
企
画
課
財
政
係
と
調
整
を

行
っ
て
き
た
。

 

仲
村
議
員 　
今
後
予
定
さ
れ

て
い
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
及
び
公

共
事
業
に
与
え
る
影
響
に
つ
い

て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の

か
。

町
長　

起
債
償
還
を
計
画
的

に
行
い
、
国
・
県
補
助
金
等
を

有
効
に
活
用
し
、
行
政
サ
ー
ビ

ス
に
影
響
が
出
な
い
よ
う
健
全

で
計
画
的
な
財
政
運
営
に
取
り

組
ん
で
い
く
。

 

仲
村
議
員 　
複
合
庁
舎
整
備

事
業
は
将
来
世
代
に
渡
る
財
政

負
担
を
伴
う
事
業
で
あ
る
が
、

事
業
規
模
及
び
財
政
判
断
に
関

す
る
最
終
的
な
意
思
決
定
は
誰

の
責
任
に
お
い
て
行
わ
れ
た
も

の
な
の
か
。

町
長　
地
方
自
治
法
第
１
４
９

条
の
規
定
に
基
づ
く
町
長
の
権

限
と
し
て
議
案
の
提
出
、
予
算

の
調
整
及
び
執
行
等
を
進
め
て

き
た
。
財
政
見
通
し
に
つ
い
て

も
事
業
実
施
計
画
等
に
基
づ
き

総
合
的
に
判
断
し
て
い
る
。

 

仲
村
議
員 　
複
合
庁
舎
整
備

事
業
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
町

長
と
し
て
そ
の
都
度
の
判
断
と

責
任
の
下
で
決
定
さ
れ
た
の

か
。

町
長　

町
の
将
来
を
見
据
え

た
判
断
を
行
い
、
議
会
の
議
決

を
経
て
執
行
し
て
い
る
。
当
該

事
業
を
含
め
た
町
の
事
業
に
つ

い
て
は
、
町
総
合
計
画
、
事
業

実
施
計
画
、
行
政
の
継
続
性
等

の
総
合
的
な
判
断
に
よ
り
、
今

後
も
法
令
、
議
会
の
手
続
き
等

を
踏
ま
え
な
が
ら
、健
全
財
政
、

透
明
性
の
あ
る
行
政
運
営
が
行

わ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

複
合
庁
舎
整
備
事
業
に
お
け

る
将
来
財
政
へ
の
影
響
及
び

意
思
決
定
の
責
任

職
員
の
通
勤
手
当
制
度
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喜久山盛彦 議員

 

喜
久
山
議
員 　
令
和
６
年
12

月
定
例
会
後
の
各
小
学
校
の
校

長
会
、
教
頭
会
で
の
検
討
及
び

協
議
結
果
は
。

比
嘉 

貴
一 

教
育
長　

校
長

会
及
び
教
頭
会
に
お
い
て
協
議

し
た
が
式
服
を
廃
止
す
る
と
い

う
結
論
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

学
校
に
お
け
る
儀
式
的
な
行
事

で
は
、
ふ
さ
わ
し
い
参
加
の
仕

方
を
理
解
し
、
規
律
や
気
品
あ

る
行
動
を
身
に
つ
け
ら
れ
る
よ

う
指
導
さ
れ
て
お
り
、式
服
は
、

こ
の
よ
う
な
場
面
に
お
い
て
一

定
の
効
果
が
期
待
で
き
る
。
将

来
、
大
人
に
な
っ
た
と
き
に
Ｔ

Ｐ
Ｏ
に
合
わ
せ
て
そ
の
場
に
相

応
し
い
身
な
り
や
ふ
る
ま
い
が

出
来
る
よ
う
に
と
の
思
い
か

ら
、
一
律
に
式
服
の
廃
止
に
は

至
ら
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
て

い
る
。

 

喜
久
山
議
員 　
小
学
生
の
子

ど
も
を
抱
え
る
親
の
、
子
ど
も

の
成
長
に
伴
う
式
服
の
毎
年
の

買
い
替
え
に
よ
る
家
庭
の
経
済

的
負
担
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を

教
育
委
員
会
と
し
て
把
握
し
て

い
る
か
。

教
育
長　

現
在
、
町
立
小
学

校
に
お
い
て
式
服
に
つ
い
て

は
、
上
着
は
白
、
ズ
ボ
ン
や
ス

カ
ー
ト
は
黒
又
は
紺
が
推
奨
さ

れ
て
い
る
が
、
デ
ザ
イ
ン
や

メ
ー
カ
ー
は
指
定
さ
れ
て
い
な

い
。
必
ず
し
も
ワ
イ
シ
ャ
ツ
や

ブ
ラ
ウ
ス
を
着
る
必
要
は
無

く
、
白
色
で
あ
れ
ば
普
段
か
ら

着
用
で
き
る
ポ
ロ
シ
ャ
ツ
な
ど

で
も
よ
い
と
さ
れ
て
お
り
、
家

庭
に
お
け
る
経
済
的
負
担
へ
も

配
慮
さ
れ
て
い
る
。

 

喜
久
山
議
員 　
式
服
の
選
択

制
は
家
庭
に
お
け
る
経
済
的
負

担
軽
減
や
多
様
性
尊
重
、
主
体

性
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
へ
の
配
慮
の

観
点
か
ら
合
理
的
で
あ
り
、
教

育
委
員
会
と
し
て
も
推
進
可
能

だ
と
思
う
が
見
解
は
。

教
育
長　

式
服
の
着
用
に
つ

い
て
は
、
町
の
規
則
や
要
綱
等

に
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
運
用

は
各
学
校
に
委
ね
ら
れ
て
い

る
。金
武
町
教
育
委
員
会
で
は
、

式
服
の
自
由
化
に
つ
い
て
は
各

町
立
学
校
の
考
え
方
を
尊
重
し

た
い
。

 

喜
久
山
議
員 　
現
時
点
で
の

総
事
業
費
、
工
事
費
（
建
設
工

事
費
の
財
源
内
訳
）
は
。

仲
間 

一 

町
長　

県
の
令
和

７
年
営
繕
工
事
標
準
単
価
を

は
じ
め
と
す
る
物
価
高
騰
や

人
件
費
の
高
騰
、
実
施
設
計

で
の
詳
細
な
積
算
に
よ
り
、
約

１
１
５
億
７
０
０
０
万
円
で
、

そ
の
う
ち
再
編
推
進
事
業
補
助

金
は
約
81
億
２
０
０
０
万
円
と

な
る
。

今
後
の
工
事
費
に
つ
い
て

は
、
約
99
億
６
０
０
０
万
円

で
、
そ
の
内
訳
と
し
て
、
再

編
推
進
事
業
補
助
金
で
約

67
億
７
０
０
０
万
円
、
公
共

公
用
施
設
等
整
備
基
金
で
約

９
億
１
０
０
０
万
円
、
起
債
額

で
約
22
億
８
０
０
０
万
円
を
見

込
ん
で
い
る
。

 

喜
久
山
議
員 　
緊
急
防
災
・

減
災
事
業
債
、
そ
の
他
事
業
債

の
県
と
の
協
議
は
順
調
に
行
わ

れ
て
い
る
か
。

町
長　
起
債
に
つ
い
て
は
、
去

る
１
月
末
に
県
に
起
債
計
画
書

を
提
出
し
て
い
る
。
提
出
後
の

調
整
を
踏
ま
え
、
緊
急
防
災
・

減
災
事
業
債
、
公
共
施
設
等
適

正
管
理
推
進
事
業
債
、
一
般
補

助
施
設
等
整
備
事
業
債
の
活
用

を
計
画
し
て
い
る
。
脱
炭
素
化

推
進
事
業
債
に
つ
い
て
も
、
引

き
続
き
県
へ
年
度
毎
に
起
債
計

画
書
を
提
出
し
、
調
整
を
進
め

て
い
く
。

 

喜
久
山
議
員 　
全
て
の
事
業

債
の
借
入
額
が
決
定
後
に
、
総

事
業
費
の
内
訳
及
び
起
債
返
還

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
広
報
等

で
町
民
へ
開
示
す
る
の
か
。

町
長　

総
事
業
費
の
内
訳
及

び
財
政
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の

町
民
へ
の
開
示
に
つ
い
て
は
、

広
報
誌
等
で
行
っ
て
い
く
。

 

喜
久
山
議
員 　
起
債
返
還
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
議
員
、
町

民
へ
の
説
明
は
い
つ
頃
の
予
定

か
。

糸
村 

昌
敏 

企
画
課
長　

年

度
ご
と
に
予
算
計
上
し
て
確
定

値
が
出
て
く
る
た
め
、
全
体
の

起
債
の
協
議
が
終
わ
っ
て
確
定

値
が
出
た
時
点
に
な
る
と
考
え

て
い
る
。

 

喜
久
山
議
員 　
財
政
調
整
基

金
の
残
高
は
ど
う
推
移
し
て
い

く
と
予
測
し
て
い
る
か
。

企
画
課
長　

町
の
標
準
財
政

規
模
の
約
20
％
程
度
で
あ
る

８
億
円
を
ラ
イ
ン
と
し
て
積
み

立
て
る
計
画
を
立
て
て
お
り
、

令
和
７
年
期
末
の
残
高
見
込
み

と
し
て
13
億
９
０
０
０
万
円
を

見
込
ん
で
い
る
。
財
政
調
整
基

金
に
つ
い
て
は
、
安
定
的
な
基

金
運
用
の
中
で
重
要
な
基
金
だ

と
認
識
し
て
お
り
、
重
点
的
な

計
画
を
立
て
て
行
っ
て
い
る
。

町
内
小
学
校
に
お
け
る

式
典
時
の
服
装
の
在
り
方

複
合
庁
舎
建
設
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島
袋
議
員 　
最
新
の
研
究
に
お

け
る
人
体
へ
の
影
響
に
つ
い
て
。

仲
間 

一 

町
長　

現
時
点
で

は
、
科
学
的
知
見
が
十
分
と
は

言
え
な
い
こ
と
か
ら
国
内
外
の

関
係
省
庁
が
関
連
性
の
解
明
や

研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

 

島
袋
議
員 　
米
軍
及
び
国
に

対
し
、
基
地
内
へ
の
立
入
調
査

に
つ
い
て
正
式
な
要
請
を
行
っ

た
こ
と
は
あ
る
か
。
ま
た
、
そ

れ
に
対
す
る
回
答
は
。

町
長　
直
近
で
は
、
令
和
８
年

１
月
に
小
泉
防
衛
大
臣
に
面
談

し
、
基
地
内
立
入
調
査
の
実
現

を
要
望
し
て
お
り
、
県
が
改
め

て
立
入
申
請
を
行
う
場
合
は
省

と
し
て
協
力
し
て
取
り
組
ん
で

い
く
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

 

島
袋
議
員 　
米
側
の
回
答
は
。

町
長　
キ
ャ
ン
プ
・
ハ
ン
セ
ン

に
つ
い
て
は
「
県
か
ら
供
給
さ

れ
る
浄
水
に
切
り
替
え
た
こ
と

か
ら
、
も
は
や
立
入
申
請
は
有

効
な
要
求
で
は
な
く
、
キ
ャ
ン

プ
・
ハ
ン
セ
ン
内
で
採
水
を
行

う
必
要
は
な
い
」
と
回
答
さ
れ

て
い
る
。

 
島
袋
議
員 　
水
源
切
り
替
え
後

に
お
け
る
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
汚
染
に
つ
い

て
の
認
識
は
。

町
長　
今
後
、
不
測
の
事
態
等

に
よ
り
、
企
業
局
用
水
が
供
給

さ
れ
な
か
っ
た
場
合
等
を
想
定

し
定
期
的
に
機
械
設
備
等
を
稼

働
さ
せ
な
が
ら
対
応
で
き
る
よ

う
維
持
管
理
に
努
め
て
い
る
。

地
下
水
は
町
に
と
っ
て
貴
重
な

資
源
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後

も
引
き
続
き
地
下
水
等
の
Ｐ
Ｆ

Ａ
Ｓ
水
質
検
査
を
実
施
し
、
状

況
把
握
に
努
め
る
。

 

島
袋
議
員 　
米
軍
及
び
国
に
対

し
基
地
立
ち
入
り
調
査
の
再
要

請
や
情
報
提
供
を
求
め
て
い
く

考
え
は
あ
る
か
。

町
長　

根
本
的
な
解
決
に
向

け
て
関
係
市
町
村
と
連
携
し
、

国
や
県
、県
軍
用
地
転
用
促
進
・

基
地
問
題
協
議
会
等
の
場
で
国

に
よ
る
原
因
究
明
と
汚
染
対
策

の
実
施
を
要
請
し
て
い
く
。

 

島
袋
議
員 　
産
後
ケ
ア
事
業
に

つ
い
て
、
利
用
に
至
ら
な
か
っ

た
対
象
者
数
と
そ
の
理
由
は
。

町
長　

令
和
６
年
度
で
３
名

と
な
っ
て
お
り
、
該
当
し
な

か
っ
た
方
に
つ
い
て
は
、
産
婦

さ
ん
の
意
向
を
お
聞
き
し
、
助

産
師
訪
問
や
養
育
支
援
事
業

等
、
既
存
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
か

ら
選
択
で
き
る
よ
う
案
内
し
て

い
る
。
令
和
７
年
度
に
つ
い
て

は
現
時
点
で
、
利
用
に
至
ら
な

か
っ
た
利
用
者
は
い
な
い
。

 

島
袋
議
員 　
役
場
職
員
の
職
員

総
数
、
女
性
職
員
比
率
及
び
課
長

級
以
上
の
女
性
管
理
職
比
率
は
。

町
長　

職
員
総
数
は
１
５
８

名
で
、う
ち
女
性
職
員
は
66
名
、

比
率
は
41
・
８
％
と
な
っ
て
い

る
。
課
長
級
以
上
の
女
性
管
理

職
は
１
名
で
比
率
は
６
・
７
％

と
な
っ
て
い
る
。

 

島
袋
議
員 　
会
計
年
度
任
用
職

員
の
女
性
職
員
比
率
は
。

町
長　

会
計
年
度
任
用
職
員

総
数
は
２
１
７
名
で
う
ち
女
性

職
員
は
１
４
３
名
、
比
率
は

65
・
９
％
と
な
っ
て
い
る
。

 

島
袋
議
員 　
女
性
の
地
位
向
上

に
向
け
出
産
、
育
児
、
介
護
等

を
経
て
も
継
続
就
労
で
き
る
職

場
環
境
の
整
備
は
。

町
長　

性
別
に
関
わ
ら
ず
全

て
の
職
員
が
そ
の
能
力
を
最
大

限
に
発
揮
し
、
意
欲
を
持
っ
て

働
き
続
け
ら
れ
る
よ
う
職
場
環

境
の
構
築
を
、
組
織
運
営
の
重

要
課
題
と
位
置
付
け
て
お
り
、

産
前
産
後
休
暇
、
育
児
休
業
、

介
護
休
暇
等
の
諸
制
度
を
利
用

で
き
る
よ
う
、
周
囲
の
理
解
と

協
力
を
促
す
組
織
の
醸
成
を

図
っ
て
い
く
。

 

島
袋
議
員 　
次
年
度
の
各
地
区

学
童
の
待
機
状
況
に
つ
い
て
。

町
長　

金
武
地
区
学
童
で
29

人
、
屋
嘉
地
区
学
童
で
９
人
が

待
機
児
童
と
な
っ
て
い
る
。
最

も
多
い
金
武
地
区
学
童
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
２
ユ
ニ
ッ
ト

開
所
し
て
い
た
が
支
援
員
等
の

不
足
に
よ
り
１
ユ
ニ
ッ
ト
の
み

の
開
所
と
な
っ
て
い
る
。

 

島
袋
議
員 　
支
援
員
の
確
保
は
。

町
長　

募
集
を
行
う
際
に
は

役
場
の
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
や
就
活
支
援

セ
ン
タ
ー
で
募
集
を
行
う
が
、

確
保
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
独
自
事
業
と
し
て

有
資
格
者
が
不
足
す
る
就
学
前

施
設
や
学
童
に
お
い
て
新
規
の

就
労
を
推
奨
す
る
た
め
に
保
育

士
等
就
職
支
援
金
事
業
を
実
施

し
、
こ
れ
ま
で
に
支
援
員
１
名

の
確
保
が
図
ら
れ
た
。

 

島
袋
議
員 　
処
遇
改
善
の
具
体

的
な
内
容
は
。

町
長　

各
地
区
学
童
就
業
規

定
等
を
統
一
し
、
給
与
基
準
表

に
お
け
る
毎
年
度
の
定
期
昇

給
、
月
額
９
０
０
０
円
相
当
の

賃
金
改
善
等
の
補
助
の
活
用
、

有
資
格
者
と
な
る
支
援
員
に
つ

い
て
は
勤
務
年
数
に
応
じ
加
算

さ
れ
る
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
処
遇

改
善
を
実
施
し
て
い
る
。

Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
汚
染
問
題
に

関
す
る
対
応

子
育
て
支
援
と
就
労
環
境
の

充
実
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各議員の一般質問QRコード

吉野　潤 議員
 

吉
野
議
員 　
造
設
さ
れ
て
い

る
目
的
は
。

仲
間 

一 

町
長　

漁
業
者
の

船
舶
の
利
用
や
台
風
等
自
然
災

害
の
際
に
船
舶
を
船
揚
げ
す
る

場
所
と
し
て
県
が
整
備
し
た
施

設
で
あ
る
。

 

吉
野
議
員 　
管
理
は
ど
こ
が

行
っ
て
い
る
の
か
。

町
長　

県
の
管
理
と
な
っ
て

い
る
が
、
港
湾
施
設
清
掃
な
ど

の
維
持
管
理
や
安
全
管
理
の
た

め
の
巡
視
な
ど
、
一
部
の
事
務

に
つ
い
て
は
町
へ
委
任
さ
れ
て

お
り
、
金
武
漁
業
協
同
組
合
と

港
湾
施
設
清
掃
業
務
等
委
託
契

約
を
締
結
し
て
い
る
。
管
理

状
況
に
つ
い
て
は
、
年
１
回
の

草
刈
等
清
掃
作
業
や
町
と
漁
業

協
同
組
合
が
連
携
し
て
毎
月
１

回
の
巡
視
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施

し
、
県
へ
報
告
し
情
報
共
有
し

な
が
ら
港
湾
管
理
に
努
め
て
い

る
。

 

吉
野
議
員 　
長
年
に
渡
り
放

置
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
小

型
船
舶
等
が
あ
る
が
対
応
は
。

町
長　

令
和
４
年
度
に
プ
レ

ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
全
国
実
態
調
査

を
行
い
放
置
船
の
状
況
を
県
に

報
告
し
、
令
和
５
年
度
に
北
部

土
木
事
務
所
と
連
携
し
て
所
有

者
情
報
の
調
査
を
行
っ
た
。
そ

の
後
、
放
置
船
に
警
告
書
を
貼

り
付
け
し
、
速
や
か
な
撤
去
を

呼
び
掛
け
て
い
る
。
令
和
６
年

度
に
は
県
土
木
事
務
所
と
北
部

市
町
村
と
の
連
絡
調
整
会
議
が

開
催
さ
れ
、
放
置
船
の
撤
去
や

処
分
に
関
す
る
問
題
認
識
の
す

り
合
わ
せ
、
今
後
の
対
応
に
つ

い
て
協
議
を
行
っ
て
い
る
。

 

吉
野
議
員 　
県
か
ら
町
に
船

主
の
情
報
は
来
て
い
る
の
か
。

町
長　

町
の
調
査
結
果
報
告

を
基
に
県
が
日
本
小
型
船
舶
協

会
に
照
会
を
行
い
、
所
有
者
が

判
明
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

情
報
提
供
が
行
わ
れ
て
い
る
。

 

吉
野
議
員 　
船
の
撤
去
に
関

す
る
行
政
代
執
行
に
つ
い
て
は

県
が
責
任
を
持
っ
て
や
る
べ
き

だ
と
強
く
訴
え
て
ほ
し
い
。

町
長　

県
議
会
で
も
放
置
船

に
つ
い
て
は
指
摘
を
受
け
て
お

り
、
会
計
検
査
院
か
ら
も
放
置

船
の
実
態
に
係
る
調
査
が
入
っ

て
い
る
。
全
国
的
に
も
上
位
を

占
め
て
お
り
、
県
が
港
湾
管
理

者
だ
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い

た
だ
く
こ
と
を
強
く
訴
え
て
い

き
た
い
。

 
吉
野
議
員 　
裁
判
の
進
捗
状

況
及
び
町
民
に
対
す
る
公
表
の

時
期
は
。

町
長　

去
る
７
月
30
日
に
訴

状
が
提
出
さ
れ
、
町
か
ら
本
案

前
の
手
続
き
と
し
て
10
月
22
日

に
答
弁
書
を
提
出
、
12
月
３
日

に
第
１
回
弁
論
準
備
を
実
施
、

令
和
８
年
１
月
21
日
に
第
２
回

弁
論
準
備
を
実
施
し
て
い
る
。

公
表
に
つ
い
て
は
、
町
顧
問
弁

護
士
と
協
議
の
上
対
応
を
検
討

し
て
い
く
。

 

吉
野
議
員 　
福
祉
行
政
の
強

化
の
た
め
に
、
地
域
で
見
守
る

環
境
整
備
に
向
け
た
取
り
組
み

は
。

町
長　

町
で
は
、
支
援
の
担

い
手
を
増
や
し
、
支
え
合
い
や

見
守
り
の
仕
組
み
を
作
る
環
境

整
備
と
し
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

づ
く
り
や
協
議
体
の
設
置
運
営

を
支
援
す
る
「
生
活
支
援
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」
を
１
名
配
置

し
、
地
域
の
高
齢
者
等
を
支
え

る
仕
組
み
づ
く
り
を
話
し
合
う

場
と
し
て
、
各
区
長
等
で
構
成

す
る
第
１
層
協
議
体
と
各
地
域

の
住
民
等
で
構
成
す
る
第
２
層

協
議
体
の
設
置
を
し
て
き
た
。

 

吉
野
議
員 　
「
協
議
体
」
の

現
在
の
状
況
は
。

町
長　

平
成
29
年
度
に
各
区

に
そ
れ
ぞ
れ
地
域
の
支
え
合
い

の
核
と
な
る
協
議
体
が
設
置
さ

れ
、
趣
旨
に
賛
同
し
た
町
民
に

よ
り
、
地
域
食
堂
や
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
等
の
見
守
り
や
支

援
が
活
性
化
さ
れ
た
が
、
令
和

２
年
か
ら
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
流
行
を
受
け
、

緊
急
事
態
宣
言
に
よ
り
外
出
自

粛
等
の
行
動
制
限
が
発
令
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
軌

道
に
乗
り
つ
つ
あ
っ
た
各
協
議

体
の
運
営
が
事
実
上
活
動
休
止

状
態
と
な
り
現
在
に
至
っ
て
い

る
。

 

吉
野
議
員 　
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
及
び
そ
の
他
の
関
係
機
関

と
の
連
携
は
。

町
長　

町
で
は
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
の
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
を
中
心
と
し
、
各
区

事
務
所
、
民
生
児
童
委
員
、
町

内
介
護
保
険
事
業
所
、
成
人
会

及
び
婦
人
会
等
の
各
種
団
体
と

の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
新
聞
・

郵
便
・
水
道
・
ガ
ス
事
業
者
等
、

日
常
生
活
の
異
変
を
察
知
す
る

民
間
事
業
者
等
の
協
力
を
頂
き
、

「
協
議
体
」
が
活
動
再
開
で
き
る

よ
う
継
続
的
な
支
援
と
地
域
で

見
守
る
環
境
を
整
え
て
い
く
。

町
に
対
し
て
起
こ
さ
れ
て
い

る
裁
判
（
公
金
支
出
差
止
請

求
訴
訟
）
の
進
捗
状
況

屋
嘉
船
揚
げ
場
の
管
理
状
況

福
祉
行
政
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令和８年　第２回（３月）定例会
　令和８年第２回定例会が２月２７日（金）に招集され、３月１９日（木）までの会期
で開催された。一般質問は９名の議員が登壇した。
各会計の補正予算や条例改正等の議案が上程され、審議を行った。
また、令和８年度の各会計の予算と関連する議案については、議長を除く議員 15 名で
構成する予算審査特別委員会において審議を行い、可決となった。
議決結果は、下記のとおり。

令和５年　第８回（１２月）定例会　議決結果一覧
件　　　　　　名 議決結果

令和８年度金武町一般会計予算 原案可決
（賛成多数）　歳入歳出それぞれ 111 億 5,173 万 1,000 円。　※内訳は 15 ページ

金武町財政調整基金の処分について
原案可決
（賛成多数）　総務費、民生費、教育費等に充てるため財政調整基金から一般会計へ４億9,899万7,000

円以内を充当するもの。
令和８年度金武町国民健康保険事業特別会計予算 原案可決

（全会一致）　歳入歳出それぞれ17億1,945万7,000円。
令和８年度金武町後期高齢者医療特別会計予算 原案可決

（全会一致）　歳入歳出それぞれ２億5,271万3,000円。
令和８年度金武町水道事業会計予算 原案可決

（全会一致）　水道事業収益６億7,399万9,000円、水道事業費用６億7,310万8,000円。
令和８年度金武町下水道事業会計予算 原案可決

（全会一致）　下水道事業収益４億1,193万3,000円、下水道事業費用４億1,193万3,000円。
金武町水道事業給水条例及び金武町下水道事業排水処理条例の一部を改正
する条例について 原案可決

（全会一致）　災害時等の際、他の市町村長又は管理者が指定した業者についても給水及び排水設備
の工事ができるように改正するもの。
金武町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

原案可決
（全会一致）

　保険税の税目に、新たに子ども・子育て支援納付金分を追加し、その税率・税額は、県が算
定した標準保険料（税）率を基準に設定する。賦課限度額については、年度末の地方税法
施行令の一部改正に準ずるよう改正するもの。
金武町立学校給食費徴収条例の一部を改正する条例について

原案可決
（全会一致）　学校給食費の抜本的な負担軽減として令和８年度から小学校段階での学校給食費が

補助されることに伴い、国が定めた支援基準額に基づき条例の一部を改正するもの。
金武町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 原案可決

（全会一致）　令和７年人事院勧告、沖縄県人事委員会勧告を考慮し、条例の一部を改正するもの。
金武町附属機関に関する条例の一部を改正する条例について

原案可決
（全会一致）　別表中、附属機関に、金武町高齢者保健福祉計画策定委員会及び金武町障害者計画

等策定委員会を追加するために条例の一部を改正するもの。
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（金武町議会だより） No.185令和8年5月28日

件　　　　　　名 議決結果
金武町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一
部を改正する条例について 原案可決

（賛成多数）　学校医、学校歯科医、学校薬剤師の報酬額を改正し、金武町保健福祉計画策定委員及
び金武町障害者計画等策定委員を追加するため条例の一部を改正するもの。
負担付き寄附の受入れについて

原案可決
（賛成多数）　並里地区学習等供用施設バリアフリー改修工事に充てることを目的に並里区から寄附を

受入れるもの。
令和７年度金武町一般会計補正予算（第８号）

原案可決
（全会一致）　歳入歳出それぞれ3億660万7,000円を減額し、補正後の予算総額を161億8,951万3,000

円とするもの。主な内容は、財政調整基金繰入金、庁舎建設債の減である。
令和７年度金武町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

原案可決
（全会一致）歳入歳出それぞれ１億1,006万9,000円を減額し、補正後の予算総額を17億4,937万5,000円

とするもの。主な内容は療養給付費、高額療養費の減である。
令和７年度金武町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

原案可決
（全会一致）歳入歳出それぞれ211万6,000円を減額し、総額2億3,550万7,000円とするもの。補正の主なも

のは、一般管理費の減である。
令和７年度金武町下水道事業会計補正予算（第３号）

原案可決
（全会一致）　収益的収入及び支出について収益的支出を16万1,000円増額し、補正後の予算総額を４

億2,625万5,000円とするもの。主な内容は人件費等の増である。
金武町再編交付金基金条例の一部を改正する条例について

原案可決
（全会一致）

　これまで金武町給食費事業の財源として積み立てていたが、令和８年度以降から国の施
策により、小学生の給食費が無償化されることに伴い、金武町給食費の財源として積み立て
ていた交付金の一部を今後は町が計画する公共施設等の整備に基金を活用することがで
きるよう条例を改正するもの。
金武町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び金
武町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部
を改正する条例について 原案可決

（全会一致）　町が家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の認可基準となる条例を定めるにあ
たり、従うべき基準とされている内閣府令の改正に伴い、町の条例を内閣府令と同じ内容の
改正を行う必要があり、条例の一部を改正するもの。
金武町犯罪被害者等支援条例の制定について

原案可決
（全会一致）

　犯罪被害者等基本法の理念に則り、犯罪被害者等の視点に立った施策を推進するた
め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、犯罪被害者等への支
援体制を整備し、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すことができる地域社会の実現を図
るため制定するもの。

指定管理者 施　設　名 議決結果

中　川　区

中川地区公園 原案可決
（全会一致）

ふれあいの森公園 原案可決
（全会一致）

金武町立中川地区公民館 原案可決
（全会一致）

中川地区放課後児童健全育成事業施設 原案可決
（全会一致）

金
武
町
公
の
施
設
の
指
定

管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
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No.185 （金武町議会だより） 令和8年5月28日

件　　　　　　名 議決結果

指定管理者 施　設　名

並　里　区

大川児童公園 原案可決
（全会一致）

大川長命の泉公園 原案可決
（全会一致）

モーシヌ森公園 原案可決
（全会一致）

大川西公園 原案可決
（全会一致）

仲畑慶原公園 原案可決
（全会一致）

金武町並里地区青年・婦人会館 原案可決
（全会一致）

金武町立並里地区公民館 原案可決
（全会一致）

並里地区学習等供用施設 原案可決
（全会一致）

金武町立並里区民広場 原案可決
（全会一致）

金武町パークゴルフ場 原案可決
（全会一致）

金　武　区

金武児童公園 原案可決
（全会一致）

上ヌ毛公園 原案可決
（全会一致）

トムスズ緑地公園 原案可決
（全会一致）

金武公会堂前広場 原案可決
（全会一致）

喜瀬武原地区農民集会所 原案可決
（全会一致）

金武区学習等供用施設 原案可決
（全会一致）

金武町立金武地区公民館 原案可決
（全会一致）

伊　芸　区

金武町伊芸地区集会所 原案可決
（全会一致）

伊芸地区公園 原案可決
（全会一致）

がじまる公園 原案可決
（全会一致）

伊芸海浜公園 原案可決
（全会一致）

金
武
町
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
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（金武町議会だより） No.185令和8年5月28日

件　　　　　　名 議決結果

指定管理者 施　設　名

伊　芸　区

金武町立伊芸地区運動場 原案可決
（全会一致）

伊芸地区学習等供用施設 原案可決
（全会一致）

金武町立伊芸地区公民館 原案可決
（全会一致）

屋　嘉　区

屋嘉児童公園 原案可決
（全会一致）

金武町立屋嘉地区運動場 原案可決
（全会一致）

金武町立屋嘉地区共同作業施設 原案可決
（全会一致）

金武町立屋嘉地区体育館 原案可決
（全会一致）

金武町立屋嘉地区公民館 原案可決
（全会一致）

一般社団法人
金武町観光協会

金武町特産品物産センター 原案可決
（全会一致）

金武町研修施設 原案可決
（全会一致）

金武町商工会
一般社団法人

金武町商工業研修等施設 原案可決
（全会一致）

金武町公共駐車場 原案可決
（全会一致）

金武町観光協会 金武町漁業施設 原案可決
（全会一致）

特定非営利活動法人
雄飛ツーリズム

ネットワーク
億首川プロムナード 原案可決

（全会一致）

工事請負契約締結についての議決内容の一部変更について

原案可決
（賛成多数）

令和７年第４回９月定例会で議決された内容の一部変更
　件名：嘉芸小学校普通教室棟建設工事（建築）
　契約の相手方：（有）富島建設・（有）照喜名建設　建設工事共同企業体
　契約金額：「２億8,160万円」を「２億8,552万2,600円」に変更

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 適　任
（賛成多数）比嘉蘭子氏を人権擁護委員に推薦したいので議会の意見を求めるもの。

金
武
町
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
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No.185 （金武町議会だより） 令和8年5月28日

その他
1,580,264 千円
14.2％

地方交付税
2,301,603 千円
20.6％

財産収入
2,256,563 千円
20.2％

国庫支出金
1,646,467 千円
14.8％

町税
1,559,713 千円
14.0％

県支出金
1,032,835 千円

9.3％

繰入金
774,286 千円
6.9％

補助費等
3,497,503 千円
31.4％

人件費
2,248,220 千円
20.2%

総務費
2,565,211 千円
23.0％

教育費
1,768,647 千円
15.9％

衛生費
1,013,735 千円

9.1％

農林水産業費
438,566 千円
3.9％

公債費
357,150 千円
3.2％

商工費
355,889 千円
3.2％ その他

990,886 千円
8.9％

物件費
2,193,291 千円
19.7%

扶助費
1,420,242 千円
12.7%

その他の経費
772,312 千円
6.9%

投資的経費
643,013 千円
5.8%

公債費
357,150 千円
3.2%

予備費
20,000 千円
0.2%

歳入
111 億 5173 万 1千円

歳出
（性質別）

111 億 5173 万 1千円

歳出
（目的別）

111 億 5173 万 1千円

111 億 5,173 万 1,000 円

民生費
3,661,647 千円
32.8％

令和 8年度　一 般 会 計 予 算
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（金武町議会だより） No.185令和8年5月28日

福花橋補修工事

前川美紀子氏

委員による現場踏査

研修には約１６０名が参加した。

　２月１９日（木）、名桜大学で北部市町村議会議員・事務局職員研修会が開催された。

　研修会では、名桜大学地域連携機構長で人間健康学部健康情報学科特任教授の前川美紀子

氏が名桜大学地域連携機構の役割と令和６年度の同大卒業生の北部１２市町村への就職状況、

名桜大学生の考える働きたくなる就業環境についての調査結果を紹介した。

　また、北部地域での就業における人材確保に対する認識や若年層就業者の働く環境の改善

及び雇用者の意識の改善について講演した。

予算審査特別委員会の令和８年度工事箇所現場踏査

北部市町村議会議員・事務局職員研修会
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南幌町の子ども室内遊戯施設（はれっぱ）
での視察

ニセコ町の子育て支援策に関する聞き取り

教育民生委員会　所管事務調査
　教育民生委員会では子育て支援等に関して北海道南幌町及びニセコ町の事例を調査 した。
　

調査事項：・子育て支援等について

場　　所：①令和７年１１月５日（水）
　　　　　　　　・北海道南幌町
　　　　　　　②令和７年１１月６日（木）
　　　　　　　　・北海道ニセコ町

調査結果
　南幌町の取り組みは、単なる制度の提供に留まらず、「移住・定住促進」と「継続的
支援」の高度な融合が特徴である。
　特に印象的だったのは、ハード面（子育て世代住宅建築助成）による「呼び込み」と
ソフト面（ワンコイン教育や親学講座、おいくる等の拠点機能）による「孤立させない
環境づくり」によるコミュニティ形成の相乗効果である。
　これらハードとソフトの相乗効果は、金武町が「子育て世代に選ばれるまち」を目指
すうえでの強力なモデルケースとなる。
　南幌町の事例を参考に、本町においても既存の資源（人材・施設）を再定義し、金武
町の地域性に即した「独自の付加価値」を持つ子育て施策の具体化を検討していきた
い。
　ニセコ町は「情報共有」と「住民参加」を基軸に据え、「子どもにやさしいまちづく
り」が、「持続可能なまちづくり（ＳＤＧｓ）」へとつながる形で進めれれていた。
　また、日本初の「まちづくり基本条例」に基づき、子どもの参加する権利を保障し、
子ども議会等の活動を通じ、子どもが主体的に町へ関わる経験が積み重ねられており、
遊具整備や防災マップ作成など、子どもの声が実質的に施策へ反映されている。
　この「子どもにやさしいまちづくり」は、結果として地域から「誰一人取り残さな
い」社会を実現するものである。
　金武町でも既存の施策を活かしつつ、対話を通じて町民の幸福度を高めていけるよ
う、今後も自治の本旨に立ち返り、多様な声を受け止める町政運営を目指すべきであ
る。
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（金武町議会だより） No.185令和8年5月28日

傍　聴　案　内

　議会を傍聴しませんか。令和８年６月
定例会の開会は６月５日（金）を予定し
ており、日程が決まり次第、戸別受信機
やホームページ、ＬＩＮＥでお知らせい
たします。
　　詳細は議会事務局へお問い合わせ
　　ください。

※令和８年３月定例会傍聴者数　１１人

　　　金武町議会事務局

　　　ＴＥＬ：０９８－９６８－２２９２

ＱＲコードを読み取ると議会
中継サイトに繋がります。
金武町ホームページからも
ご覧になれます。

石井康貴氏 木村達哉氏

　　２月２６日（木）、南風原町中央公民館で町村議会議員・事務局職員研修会が開催された。

　研修会では、沖縄県企画部市町村課長の石井康貴氏が市町村行財政等の状況について講演

した。

　また、ＮＰＯおきなわ学びのネットワーク理事の木村達哉氏が「沖縄の子こそ東大を目指

すべき理由」と題して、沖縄の子が東大を目指すべき理由、沖縄の子どもたちの問題点など

について講演を行った。

町村議会議員・事務局職員研修会


